
 

 

 

最低賃金引上げの影響と対応〜⽇商調査結果

から〜 

◆最低賃金引上げが中小企業に与えた影響は？ 

 日本・東京商工会議所は、全国の中小企業を対象に「最低

賃金引上げの影響および中小企業の賃上げに関する調査」

（調査期間：2022 年２⽉７⽇〜28 日、回答企業数：3,222

社）を行い、その結果を公表しました。昨年 10 月の最低賃

金引上げの影響とその対応等について調べるものです。調査

結果の主なポイントは以下の通りです。 

◆最低賃金引上げによる影響と対応 

○最低賃金を下回ったため、賃金を引き上げた企業（直接的

な影響を受けた企業）の割合は 40.3％。 

○賃金を引き上げた従業員の属性は、「パートタイム労働者

（主婦パート、学生のアルバイトなど）」と回答した企業の

割合が 83.4％。 

○人件費の増加に対して行った具体的な内容を聞いたとこ

ろ、「人件費が増大したが対応策がとれない（とれなかった）」 

とする回答が４割超（42.2％）と最も多い。 

○現在の最低賃金額の負担感は、「負担になっている」と回

答した企業の割合は 65.4％。業種別では、コロナ禍で大きな

影響を受けている「宿泊・飲食業」で 90.9％と最も高い。 

○今年の最低賃金額の改定について、「引き上げるべき」と

回答した企業の割合は、前年調査から 13.6 ポイント上昇して

41.7％となり、「引き下げるべき」と「引上げはせずに、現状

の金額を維持すべき」の合計（39.9％）を上回った。 

◆2022 年度の賃上げは？ 

 また、本調査において、2022 年度に「賃上げを実施予定」

と回答した企業の割合は 45.8％でした。そのうち約７割

（69.4％）が「業績の改善がみられないが賃上げを実施（防

衛的な賃上げ）予定」と回答しています。 
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社員のモチベーション向上や人材の確保・採用を目的に、

厳しいなかでも賃上げを選択するという傾向がみられま

した。 

【日本商工会議所「「最低賃金引上げの影響および中小企業の賃

上げに関する調査」の集計結果について」】 

https://www.jcci.or.jp/research/2022/0405160000.html 

新⼊社員が辞める理由は？〜連合「⼊社前後のト

ラブルに関する調査 2022」より 

◆５月は新入社員の退職が増える時期 

５月は、ゴールデンウイーク後に「五月病」と呼ばれるように、

気分が晴れない症状が出る人が増え、新入社員の退職などもみら

れる時期です。 

新しい環境に飛び込み、張り詰めた気持ちで過ごしていた新入社

員の緊張の糸が切れ会社に不満を持ち始める時期でもあります。 

◆「３年以内に３割離職」の現実 

日本労働組合総連合会が実施した「入社前後のトラブルに関す

る調査 2022」（調査期間：2022 年２月 28⽇〜３⽉２⽇、⼤学卒

業後に新卒で正社員として就職した全国の⼊社２〜５年目の男

女 1,000 名の有効サンプルを集計）によれば、新卒入社した会社

を「離職した（半年以内）」は 7.7％、「離職した（半年を超え、

１年以内）」は 6.2％、「離職した（１年を超え、２年以内）」

は 10.4％、「離職した（２年を超え、３年以内）」は 5.2％、「離

職した（３年を超えてから）」は 3.7％となっており、よく言わ

れる「３年以内に３割離職」という状況がここでもみられます。 

◆新入社員が辞めた理由は？ 

本調査で会社を辞めた理由を聞いたところ、「仕事が自分に合

わない」（40.1％）が最も高くなっています。次いで、「労働時

間・休日・休暇の条件がよくなかった」（31.0％）、「賃金の条

件がよくなかった」（27.4％）と続き、待遇よりも仕事のミスマ

ッチを挙げる人の割合が多い結果となっています。 

 

 

 

また、新入社員研修や先輩・上司からの指導・アドバイ

スがなかった人では、『離職した（計）』の割合は 41.9％と、

指導・アドバイスがあった人（30.9％）と比べて 11.0 ポ

イント高くなっており、周囲の支援による差は大きいこと

がわかります。苦労して採用した社員の離職は避けたいも

のです。新入社員を抱える職場では、周囲の配慮も必要に

なってくるでしょう。 

【日本労働組合総連合会 「入社前後のトラブルに関す

る調査 2022」】 

https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/202204

28.pdf?6025 

6 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

1 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始＜7 月 10 日まで＞［労

働基準監督署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住⺠税特別徴収税額の納付［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採

用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 特例による住⺠税特別徴収税額の納付［郵便局または

銀行］ 

30 日 

○ 個⼈の道府県⺠税・市町村⺠税の納付＜第 1 期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の

提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場

合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

 


